
特定非営利活動法人川崎市精神障害者連絡会
平成２６年度定例社員総会議事録

招集年月日：平成２６年４月１２日

開催日時　：平成２６年４月２６日　午後１時３０分から２時１５分

開催場所　：川崎市中原区市民活動センター会議室A
　　　　　　　　川崎市中原区新丸子東３丁目１１００番地１２

陪席者　　：（NPO法人）川崎介護福祉士会　理事長　横手　殿

社員総数　：２５名

出席社員　：２０名
　　　　　　　　内訳　本人出席　　　　５名
　　　　　　　　　　　委任状出席者　１５名
　　　　　　　　　　　欠席　　　　　　５名
　　　　
１．　　開会
　　･ 定刻に到り司会者小林光男が開会を宣し、本日の総会は定款所定の定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選出方法を多数決に決定。

２．　　理事長挨拶
　　　    　･ 川崎市に来賓として出席を依頼したが、４月末で多忙のため出席できない。
　　　　　　昨年度は様々な変化があったが、今年度は新たに役員、社員力を合せて充実し
　　　　た事業を行いたい。

３．　　議長選出
　　　　　　･ 採決を採ったところ、満場一致をもって、議長に現理事長井上祥因が選任された。議長は書記に現理事の花輪泰史を指名した。

　　（第１号議案）監事の監査報告
　　　　　･ 監事金子定生は所用のため欠席、監査報告書を提出した事で、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの特定非営利活動法人川崎市精神障害者連絡会の収支決算について、適切であった事を確認す。

　　（第２号議案）
･ 定款２３条の４　事業計画及び収支予算に関する事項（ピアサポートセンター
　　　　　　かわさきも含む）事業計画及び収支予算を承認す。
　　　　　･ 定款２３の５
          ･ 事業報告及び収支決算に関する事項（ピアサポートセンターも含む）事業報告及び収支決算を承認す。
　　　　　･ その他、ピアサポートセンターかわさきの運営日時、電話相談の時間帯（夜間の相談電話）の継続を承認。

　　（第３号議案）定款１６条により役員の任期を２年と定めているため、辞任役員が居るかの確認と承認。
　　　　　･ 役員の任期はあと１年あるが、出席役員で辞任者は居るのか、辞任役員がいないことを確認、重任を承認。
　　
（第４号議案）定款２条主たる事務所の変更についての承認･採択
　　　･ 資料の今年度事業計画書に掲載されている理由で、事務所を４月２９日より（川崎市多摩区南生田５－２－５フェリースミナミ１０２）に変更する。
　　　･ 定款変更の必要があるため、社員の４分の３以上の承認が必要、出席者２０名、（内委任状出席１５名）全員が承認。定数を満たしたため、今後定款変更登記を
　　　　進める。

（第５号議案）定款附則正会員個人の年会費変更についての承認･採択
　　　･ 現在の年会費１０００円を、年会費２０００円とする。
　　　･ 出席者２０名、（内委任状出席者１５名）全員が承認。定数を満たしたため、平成２６年１０月度より２０００円と決定。

（第６号議案）理事会の開催について
　　　･ 総会終了後、午後３時から神奈川県川崎市多摩区堰３丁目１６番地１１号「富倉蕎麦」にて定款第１５条の４（５）に基づき理事会を行う事に決定。
　理事会
　　　  理事　井上　祥因（重任）　　　    理事　小林　光男（重任）
　　　  理事　斎藤　洋　（重任）　　    　理事　花輪　泰史（重任）
　　　  理事　藤掛　実穂（重任）　　    　監事　金子　定生（重任）

（第７号議案）議事録署名人の選出
　　　･ 議長から議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、満場異議なく賛成が
あったので、議長は次の者を議事録署名人に指名した。

　　　　議事録署名人　
理事　井上　祥因
　　　　　　　　　　　理事　小林　光男
　　　　　　　　　　　理事　藤掛　実穂
　　　
　　　　以上、平成２６年度定例社員総会を終了したので、議長は閉会を宣し、午後２時１５分散会した。前記議決を明確にするため、議長及び議事録署名人において次に記名、押印する。

　　　　  平成２６年４月２６日
　　　 特定非営利活動法人川崎市精神障害者連絡会　定例社員総会


　　　            議長　　　　　　　　　井上　祥因



　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　小林　光男



　　　　　　　　　議事録署名人　　　　　藤掛　実穂

　　　　　　
